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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 10 月 24 日開催

予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

記 

1. 変更の理由 

(1) 将来の機動的な資本政策を可能とするため、現行定款第 6条の発行可能株式総数を

増加するものであります。 

(2) 株主総会の招集権者を取締役会で定めた代表取締役、株主総会の議長を取締役会で

定めた取締役とするため、現行定款第 14 条を変更するものであります。 

(3) 経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第 18 条の取締役の員数を 8 名以内か

ら 10 名以内に変更するものであります。 



 

2. 変更内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

第 2章 株式 第 2章 株式 

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 

第 6条 当会社の発行可能株式総数は

12,000,000 株とする。 

第 6条 当会社の発行可能株式総数は

16,000,000 株とする。 

第 3章 株主総会 第 3章 株主総会 

（招集権者及び議長） （招集権者及び議長） 

第 14 条 株主総会は、代表取締役社長がこ

れを招集し、その議長となる。 

第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役会の決議

に基づき、代表取締役がこれを招

集する。 

2. 代表取締役社長に事故があると

きは、取締役会において定めた順

序に従い、他の取締役が株主総会

を招集し、議長となる。 

2. 前項の代表取締役に事故があると

きは、取締役会において定めた順

序に従い、他の取締役が株主総会

を招集する。 

 （新設） 3. 株主総会の議長は、あらかじめ取

締役会で定めた取締役がこれに当

たり、当該取締役に事故があると

きは、あらかじめ取締役会で定め

た順序に従い、他の取締役がその

職務を行う。 

第 4章 取締役及び取締役会 第 4章 取締役及び取締役会 

（員数） （員数） 

第 18 条 当会社に取締役 8名以内を置く。 第 18 条 当会社に取締役 10 名以内を置く。

 

以上 
 


